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■蛍池地域から～「春駒」と「響きあう仲間たち」～/2
■評議員のページ/3
■部落差別を見つめる(10)/9
■部落差別を見つめる(11)/11
■楽遊ガイド「雲遊天下」/13
■読者から（投稿）「娘の結婚」/15
■ここが問題！「人権擁護法案」/16
■Ｏ大学差別事件糾弾会に参加して/17
■豊中地域から～心のケアは気づき、よりそうことから～/19　
■人権相談案内・あとがき/20
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と　き　３月２９日３月２９日３月２９日３月２９日３月２９日（（（（（火火火火火）））））午後１時３０分～午後１時３０分～午後１時３０分～午後１時３０分～午後１時３０分～
会　場　豊中人権まちづくりセンター
テーマ　人のつながりでつくるまち
　　　　～泉丘のボランティアサークルのとりくみから～
はなし　水谷徳子さん水谷徳子さん水谷徳子さん水谷徳子さん水谷徳子さん（泉丘ボランティアサークル代表）

克明校区地域福祉ネットワーク講座克明校区地域福祉ネットワーク講座克明校区地域福祉ネットワーク講座克明校区地域福祉ネットワーク講座克明校区地域福祉ネットワーク講座
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私の娘は、４年前に神戸市のホテルで
結婚式をあげました。相手は同じ会社に
勤める３歳年上の青年で、四国のある県
の出身で、男ばかりの兄弟の長男です。
次男はその数年前にすでに結婚し、子ど
もも生まれています。職場結婚でもあ
り、話は順調にすすんでいきました。最
大のセレモニーである結婚式の日取りも
決まり、当日の出席者の人数調整や座席
表の作成も終わり、あとは当日を待つば
かりでした。
ところが、先方の座席表を見ていて気
づいたのですが、次男の家族の名前が見
あたらないのです。病気で入院でもして
いるのか、それとも何か出席できない理
由があるのか不思議に思って、娘にその
ことを聞きましたが、娘も知らないとの
ことでした。

そこで本人に尋ねると思いもかけない
言葉が返ってきたのです。「身元調査は
されましたか？」と尋ねられたのです。
「何のために？」と言うと、「部落とかあ
りますしねえ」と言われ、一瞬、心臓の
高ぶりを感じましたが、「本人同士が、お
互い好きになって結婚するのに、部落な
んか関係あらへん。そんなこと今はした
らあかん。部落差別やがな」「私も行政

の人間やし、それをなくすのが私たち
の仕事や。そんなこと心配せんでもえ
え。安心しとき」と言いました。
すると、「実は弟の嫁が部落出身で、
結婚するときに弟は親から勘当された
んです。弟の結婚式には誰も出ていな
いし、子どもが生まれても会ってもい
ません。だから、私の結婚式にも出席で
きないんです」と言うのです。

私は両親の説得しかないと考え、お
会いすることにしました。部落問題に
ついて私の考えを説明し、ぜひ弟さん
の家族も結婚式に出席してもらうよう
お願いをしました。しかし、先方のご両
親は「お気持ちは非常にうれしいので
すが、四国では依然として部落差別が
強く、弟が出席することがわかれば、ほ
かの出席予定者が欠席します。惨めな
結婚式になり、目茶苦茶になってしま
います。実は身元調査をされて、弟の事
がわかり、破談になりはしないかと、
ずーっと心配をしていました」と言う
のです。

　私としては、ぜひとも出席できるよ
う説得を続けましたが、あまりにも時

にっち

間がない時点で判明したため、二進も
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さっち

三進もいかず、また、娘のことも考えて
やらなければいけないという選択を迫
られ、とりあえず結婚式をあげること
にしました。
両親と弟さんの仲を徐々に元の関係
に戻してあげるのが、これからの私に
与えられた責務だと思っています。２
１世紀になった今でも依然として部落

【Ｈ・Ｍ】

差別が残存していることが悲しく、空
しい、情けない思いが募ります。これか
らも微力ですが、問題の解決にむけて
がんばりたいと思います。
最後に、娘夫婦は何の支障もなく、仲
良く暮らしていることを申し添えます。
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　新聞報道等でご存じのように「人権擁
護法案」が、今国会に政府から３月中旬
に再提出される情勢にあります。
　
　「法案」の問題点として「メディア規
制」と「法務省の外局」があげられてい
ます。メディア規制は、２００２年の第
１５４国会に提出されたときから報道
を規制することへの批判が強くでてい
た問題です。「削除」せずに「凍結」す
るという「与党人権問題等に関する懇
話会」の方針は、報道規制への与党とり
わけ自民党の「こだわり」を感じざるを
得ません。メディア統制の道具を手中
にしたいという思惑が見えています。

　新たに設置される人権委員会を「法
務省の外局」とすることについては、国
内人権機関の独立性にかかわる問題で
す。国内人権機関のあり方を決めた国
連総会決議の「パリ原則」（協会のホー
ムページに載せています）は、財政的に
も人的にも政府の統制下にないように、
政府・国家機関の人権侵害に対応でき
るために政府からの独立を求めていま
す。法務省の外局である人権委員会が、
国際的にも批判されている刑務所等法
務省所管組織の人権侵害に対応するこ
とができるのか疑問視されています。
人事異動で法務省に勤務することがあ
る職員でできるのかということです。

　委員会の構成員の多元性が確保され
るかどうかも重要な問題です。当事者

の意見が反映される組織にならなけれ
ば意味がありません。現在も法務省の
人権擁護部に差別事件等の報告が市か
らされているようですが、その動きを
私たちが感じることはありません。そ
うした組織が横滑りしただけでは実効
ある組織にならないと思われます。

　中央の委員会は５人でその内常勤は
２人だけです。全国の問題を扱いきれ
るものではありません。都道府県にも
知事所管の人権委員会を設置すること
が必要です。
当事
者の
立場
に立
つ組
織が
必要
です。

　その
他にもたくさん
の懸念がありま
すが、実効性の
ある組織が作ら
れるようにこれ
からの動きを注
視したいと思い
ます。

朝日新聞(05.2.24)



　～「Ｏ大学差別事件」糾弾会に参加して～
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●十年に一度、豊中で確認された部落差別事象
を冊子にまとめてきていますが、２００４年度
がその年にあたり、編集作業をすすめていま
す。１９９４年から２００３年まで確認された
のは８０件で、インターネット上での差別書き
込みが新たにでてきています。そして、注目す
べきは引っ越しや不動産の売買に関わって同和
地区がどこかを問い合わせる事件が前の十年が
２件であったのが２１件に激増していることで
す。●その多くはそこが同和地区かどうか、同
和校があるのかどうかを電話で尋ねるものです
が、市役所に直接出向いて来る者もあるし、そ
の中には不動産業者もあります。ほとんどが
「差別する気はない」と言う一方で、そこが同和
地区であることがわかれば「避ける」と言い、
「教えないのは差別だ」とも言います。自分の行
為が部落差別であることに全く思い至らず、そ
のことは物件を選ぶ際の条件の一つとしてしか
理解していません。●今号にはかねてよりお願

いをしていたＨ・Ｍさんから投稿いただきま
した。一つの結婚差別が次の差別を生む、差別
の連鎖が脈々と生きています。しかし、Ｈ・Ｍ
さんが当事者の一人としてそこにあったこと
はとてつもなく幸いなことでした。差別が生
きていることも確かなことですが、それに異
議申し立てをする人々の存在に心を強くしま
す。感想を含め、みなさん方の投稿もお待ちし
ています。●この１
年は必ずしも十分な
とりくみはでききれ
ませんでした。課題
を２００５年度に引
き継ぐとともに、新
たなチャレンジもし
ていきたいと思いま
す。さらなるご支
援・ご協力をお願い
いたします。

時間時間時間時間時間：：：：：午後午後午後午後午後 11111 時～時～時～時～時～ 55555 時時時時時
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